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ID 1027210　■問災害対策課☎ 6489－ 6165■FAX 6489 － 6166
「1.17 は忘れない」地域防災訓練
阪神・淡路大震災の教訓を次世代へ

メイン会場となる成文小学校、地区会場となる難波・長
洲・立花西・武庫南・園田小学校で実施します。そのほか
の市立の全小・中学校と特別支援学校では１月中に行いま
す。阪神・淡路大震災の経
験と教訓を次世代に継承
し、次の大災害への備えや
対策の充実を図るため、地
域防災力（地域で災害に対
処する能力）の向上を目的
としています。
「1.17 は忘れない」訓練内容
メイン・地区会場では、児童・生徒と地域の皆さんが参
加して、地震から３日後の避難所の運営を想定したワーク
ショップや、在宅避難者や要配慮者への支援訓練などを行
います。ただし、学校により訓練内容が異なります。
なお、訓練の一環として、同訓練中は市のホームページ
を災害用ホームページ※に切り替えます。この機会にぜひ

ご確認ください。
※ 災害用ホームページ：大規模災害が発生すると、情報を
収集するために多くの人が市のホームページにアクセスし
ます。アクセスが集中すると、市のホームページが閲覧で
きなくなる恐れがあるため、通常のホームページから災害
用ホームページに切り替え、必要な情報を容易に閲覧でき
るようにしています（下画像参照）

１月17日㈪午後１時 50分～３時 30分
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災害時には災害用ホームページに切り替わります

新型コロナウイルス感
染症の拡大防止のため、
訓練の見学はできませ
んのでご注意くださいい

市防災センターで、「おとなりさんはがいこくじん」
をテーマに講演やワークショップを。■先40人■申１月５
日～14日に電話かファクス・Eメール（住所、氏名、
電話番号を書いて）でダイバーシティ推進課。

国際化時代の災害と人権
災害時の外国人対応
ID1027209
■問ダイバーシティ推進課☎6489－6658■FAX6489－6661

小田南生涯学習プラザで、「コロナ禍の経験をふまえ
て防災のあり方を考えよう！」をテーマに講演やリレー
トークを。■先100人■申１月12日～２月13日に電話でコ
ールセンターかファクス（氏名、電話番号、あれば所属
団体を書いて）で疾病対策課。

要援護者災害支援シンポジウム

１月22日㈯午前 10時～正午

ID1027116　■問コールセンター（裏表紙参照）

２月20日㈰午後１時30分～４時30分

国民健康保険・後期高齢者医療保険の傷病手当金
適用期間を３月 31日まで延長

国民健康保険・後期高齢者医療保険の傷病手当金の支給
適用期間を３月 31日まで延長します。
◆支給額　（直近の連続した３カ月分の給与合計額÷就
労日数）×（休んだ日数ー３）×３分の２。上限あり。

■対▷各保険に加入している▷新型コロナウイルスに感染
したなどで３日間連続して仕事を休んだ▷４日目以降にも
休んだ日がある▷休んで４日目が令和２年１月１日～４年
３月 31日である──などのすべての要件を満たす人。

ID 1021217（国民健康保険）、1021076（後期高齢者医療保険）
■問国保年金課☎ 6489－ 6420 ■FAX 6489 － 4811、後期高齢者医療制度担当☎ 6489－ 6836 ■FAX 6481 － 1371

ID① 1027172 ② 1027477
■問①こども福祉課〒 660－ 8501【住所不要】☎ 6489 － 6272■FAX 6482 － 3781
　②地域産業課☎ 6430 － 9750■FAX 6430 － 7655

子育て世帯を支援します
長期化する新型コロナウイルス感染症の影響のため

①子育て世帯への臨時特別給付
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育て世帯を
支援するため一時金を支給します。
◆支給額　子ども１人当たり10万円。
■対①令和３年９月分の児童手当支給対象※となる子ども
②令和３年９月30日時点で平成15年４月２日～18年４
月１日生まれの子どもを養育し、所得が児童手当の所得制
限限度額未満③令和３年９月１日～４年３月31日に生ま
れた児童手当支給対象※の子ども │ │ の保護者（①振込日
は令和３年12月 27日③児童手当支給決定後に通知を送
付します）■申①③原則不要②３月18日（必着）までに所
定の用紙を郵送か直接こども福祉課。
※ 特例給付を除く

②所得制限を超えた子育て世帯へあま咲きコインを付
与
市独自の取り組みとして、所得制限により①の対象とな
らない子育て世帯に対して電子地域通貨「あま咲きコイン」
（ ID1024632）を付与します。同コインは、専用アプリ・カー
ドを利用して、市内取扱加盟店（ ID 1025048）で１ポイ
ント１円として利用できるキャッシュレス決済サービスで
す。
◆付与額　子ども１人当たり５万円相当分の同コイン。
■対市内在住の平成15年４月２日～令和４年３月31日
に生まれた子どもの保護者（①の対象者を除く）。
詳細については、決まり次第、市のホームページなどで
お知らせします。

ID 1027124（コンビニ納付）、1027086（スマートフォン決済）　■問後期高齢者医療制度担当☎6489－6836■FAX 6481－1371
後期高齢者医療保険料の納付をコンビニ納付・スマホ決済で
ご利用を

コンビニでの納付と自宅でも決済可能なスマートフォン決
済サービスを始めます。利用できるのは１月以降に発送する
納付書です。▷納期限を過ぎた▷１枚当たりの納付金額が
30万円を超える │ │ 納付書は対象外です。
◆コンビニ納付　利用可能店舗は納付書の裏面を確認し

てください。
◆スマートフォン決済　納付書のバーコードをアプリで
読み取ることにより、保険料の納付ができます。利用でき
るスマートフォン決済サービスはLINE Pay 請求書支払いと
PayPay 請求書払いです。なお、手数料は不要です。

ID 1027084　■問市民課☎ 6489 － 6408■FAX 6483 － 2282
住民票の写しなどのオンライン申請を開始
マイナンバーカードとクレジットカードで

１月11日から、▷住民票の写し▷住民票記載事項証明書
▷印鑑登録証明書▷最新年度の市民税・県民税課税額証明
書 │ │ のマイナンバーカードを利用したオンライン申請を
始めます。
申請には、署名用電子証明用の６～16桁の暗証番号が必

要です。また、代理人など第三者は利用できません。
■¥各１通300円。送料は当面の間無料。
ほかにもオンライン申請が可能な手続きがあ
ります。詳しくは「尼崎市オンライン申請ポータ
ルサイト」（右記QRコード参照）でご確認を。

Step1パソコン※かマイナンバーカード
読み取り対応のスマートフォンから「オン
ライン申請ポータルサイト」にアクセスし、
手順に従い申請手続きをしてください

※ パソコンの場合はICカードリーダライタが必要 ※ 支払い方法はクレジットカードのみ

Step2審査完了後、メールで手数料
の連絡をします。マイページからクレジ
ットカードで支払い※をしてください

S t ep３支払い確認後、
証明書を送付します

※ 申請から１週間程度で送付

Step1 Step２ Step３

疾病対策課■FAX 4869 － 3049




